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10月 26日。三鷹産業プラザにて「障がい者の就労を考えるつどい」を開催しました。 

テーマは「障害者雇用はじめの一歩～採用検討から職場定着までの流れと支援～」。 

これから障害者雇用を検討する企業を応援する仕組みと、はじめての雇用にとりくんだ企

業の実践から、大切なポイントについて、皆様と共有しました。 

 

 

 

障害者雇用、そのはじめの一歩に向けて。 
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去る１０月２６日（水）、三鷹産業プラザにて「障がい者の就労を考えるつどい２０２２」を開催いた

しました。この“つどい”は武蔵野市、三鷹市、ハローワーク三鷹の共催による障害者雇用啓発のための

セミナーで、毎年秋頃に開催しています。昨年度から動画配信期間を設け、当日ご来場が難しい方にも、

後日好きな時に動画でセミナーの様子をご覧いただけるようになりました（今年は１１月１４日より１カ

月間を配信予定）。 

今年度のテーマは「障害者雇用はじめの一歩～採用検討から職場定着までの流れと支援～」です。これ

から障害のある方の採用を検討し始めるという段階の中小企業の方にフォーカスし、利用できる支援サー

ビスや採用のポイント等について幅広く知っていただくことで、少しでも雇用に取り掛かっていただける

ようになることをねらいとしました。 

東京都内の中小企業における障害者雇用の実態 

東京労働局の HP では令和３年６月時点での東京都内における障害者雇用状況を確認することができ

ます。 

東京都内の民間企業における障害者実

雇用率の平均は２.０９％（法定雇用率は

２.２%）とコロナ禍でありながら、わず

かに上昇しました。しかし、実雇用率は

従業員１,０００人以上の大企業が全体を

大きくけん引しており、中小企業におけ

る実雇用率はずっと横ばいの状況が続い

ています。現在の仕組みでは、勤務時間

が週あたり２０時間以上ということでな

ければ「障害者を雇用している」とはみ

なされません。 

しかし、今後週１０時間以上～２０時間未満で雇用される障害者も、雇用率に反映できる仕組みへと見

直されることが予定されています。企業で障害者雇用が進みづらい要因のひとつには、「どのような仕事

を任せられるかがわからない」ということがありますが、「週１０時間以上なら、業務の切り出しが可能

かもしれない」と、障害者雇用を検討する企業が増えることが期待されます。 

中小企業の雇用をサポートする障害者雇用ナビゲート事業 

東京都の政策連携団体である公益財団法人東京しごと財団では「障害者雇用ナビゲート事業」を実施し

ています。この事業は「シル」「カンガエル」「タイケンスル」「ハジメル」そして「ツヅケル」という

ステップに沿って、中小企業におけるはじめての障害者雇用のとりくみをサポートしています。そのステ

ップからもわかるとおり、つまずきやすい雇用前の段階に対しても丁寧にアプローチされており、私たち

就労支援センターにとっても学ぶべきノウハウをたくさんお持ちです。 

 

中小企業における障害者雇用を安心して進めていただくために 

～雇用を応援する支援機関、企業。それぞれのとりくみから学ぶ～ 
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（ 左：西岡氏、右：福﨑氏 ） 

つどいでは、障害者雇用ナビゲート事業において統括雇用ナビゲーターをされている甲田拓也氏にご登

壇いただき、これまでの支援のエピソードも交えながら事業の説明をしていただきました。甲田氏からは、

企業が行える支援内容の具体例を、三層に分けて整理したものをご説明いただきました。（下図） 

 

支援機関との連携を中心とした企業の実践 

まさにこの三層による支援を取り入れ、２名の障害のある方の雇用につなげた株式会社ウイットスタジ

オ様からもご発表をいただきました。ウイットスタジオ様は従業員１５０人ほどの、武蔵野市内で人気ア

ニメーションの企画・制作を手掛ける会社です。ご登壇いただいた福﨑氏、西岡氏のお話からは、障害者

雇用におけるポイントがいくつか見えてきました。支援機関を活用し余裕を持って計画的にとりくんだこ

と、雇用前実習を実施して本人と業務の適性をはかったこと、そして、本人や担当部署の方との率直な対

話を行ったことでした。それぞれへの負担が大きくなり過ぎないラインを確認しながら、慎重に、しかし

確かにとりくみを進めたことが、障害のある方が安定して就労継続してい

る姿につながっているのだと感じました。 

最後に、お二人からはこんなメッセージをいただきました。 

「障害者雇用に対してネガティブなイメージを持たない方が良い。難し

いものだという考えは、逆効果になってしまう。また、雇用後も慎重に

なりすぎず、距離感を大切にすることは、健常者と同じで、障害のある

方でも、長く付き合っていくうえでは大事なこと。」 

 

最後には、当日ご登壇いただいた皆様とトークセッションを行いまし

た。そこでは、「採用面談のチェックポイント」「担当業務がなくなっ

た時や、担当業務のレベル感について」「社内コンセンサスの取り方」など、事前にいただいた質問を

ベースにしてセッションを展開しました。どの質問も企業ご担当者から寄せられたもので、わかりやす

くも熱意のある回答を発表者の皆様からいただきました。（つどいの様子をご覧になりたい場合は、武

蔵野市障害者就労支援センターまでご連絡ください。） 

来年も引き続き、障害者雇用における課題に対して具体的な解決策を提案できるような内容を取り上げ、

皆様と学びを深めてまいりたいと思います。 

（文責：武蔵野市障害者就労支援センターあいる センター長 山岡 誉） 

⚫ 赤色部分（支援の中心として） 

支援機関との連携を本人支援の中心とすること 

⚫ 黄色部分 

比較的とりくみやすいもので、マニュアル化やフ

ォロー体制の構築を通じて、声掛けや面談（対話）

によりそれらの状況を本人に確認し、安心できる

職場環境を整えていくこと 

⚫ 緑色部分 

フレックス勤務や休暇制度の見直しなどコスト

や就業規則の変更が発生する可能性。その分、導

入することで大きな効果が見込まれる。 

 

（甲田氏による発表スライドより） 




